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第１

１

請求の鸚容

請求人

大崎Ｒ］‘ＲＡ

大崎Ｒ］‘ＲＢ

大崎Ｒ］‘ＲＣ

２　 大崎 １１ｆ職員措置請求書の提けｊ 目ｊｌび受刑１日

措置請求書は、令和７ 年９　Ｊ１　１０　日に提出 された。 所定の４件を具備 している もの と認

め、 回年 ９　Ｊ１　１１　日付けで受ＪＩし た。 回目 、一部軽微な補ｊＥを求め、回年９ 天１ ２５ 日、 求め

た補ｉＥについて１ｌｍが あり 、こ れを収受 した。

３　 請求の内容

請衆大提ぷの大崎Ｆ職員措置請求書による請求の「大１容は次のと おり であ る。 （大崎Ｆ職

員措置請末書のｔ艾のまま掲載している。）

１． 請求の要旨

（１）請求の対象 とな る執行機関・ 職員

大崎Ｕ長　来　靖弘

（２）請求の対象とな る財務会計上の行為

株式会社 トライアルカンパニー （福岡市来区）に菱日ヨ中学校跡ｔを５０， ２９０， ４３６　ＦＩＩで

売却する 土丿七売買契約（本件契約）を ２０２５ 年７ １２２日 に結んだこと。並びに、本件

契め第２１条に従って株式会社叺徳嵬駄 （大崎Ｆ）に回跡竟の戮置物撤去等工事を９ｊ

某日 に発注したこ と。

（３）違法若 しく は万苞と するミ羝

本件契約は随意契約である が、 ｔ方 自治法２３４ 条と 鶚施行令 １６７条の２ が定める随

意契剔が許される場合に該售せず、 違法であ り、 鶚法 ２条によ って無効であ る。 従つ

て、 本件契約履行のための前記工事発さはフＦ肖 であ る。

来ぢ長の ２０２５ 年７　Ｊ１　２４　日付請求者宛書ぼ （大を発第５８そ）は、最高裁 １９８７ 年３

１２０日判決に照 らして本件契約が 「菱 Ｅ日 中学校跡覓の売買契約につきま しては、 長期

虱にわたって購入 ・賃借を希望する 申し出がなく 、かつ、 本社によ る活用方法もなか

なか見つからない状疣で協議につながり ました購入希Ｍ事業者にが し、 適ｍ価格にて

売却する もので、 Ｒ］‘民生きの利子ト生八びひいては本ｐｌＴｒの利Ｅａ増まにも繋がると合を白ＩＪ

に判觜できる」と 断定 し、 「今回の売買契約は、 」七万自 治ま施行令１６７ 条の ２第 １項第

２号の「その性質または目 的が競争入札に適 しないも のをする とき」に該肖する」と

主張 している。

しか し、 本件契約は

①　売却先が営利法人である株式会社ト ライ アルカンパニーであってぬ爽ふ性に夕こけ

る。

②　菱日］中跡地は「休翳た」 （大企発第５８号）ではない（大崎中学校の亟学バス発着

所、 アス リー トセ ンタ ーな どの駐車場と して使われて いる）
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③　 「本Ｒの１ミ｜Ｊ ＥａＥ増進」 は数字が示されていない漠然と したものにａぎず、２４　肓１１１営

業の大型店のｍ店によるＭ音、 振・、照｜！１モｊ、 交亟渋滞 ・事故、 范水、回業者の経営ｔ

化などのり民被害が利ＩＥを上回る‾叭能性が大きく 、［本ｉ］‘の利益増まに繋がる」 と合

ｊｌ的に判断する こと はできな い。

④　本ぢに４ミ｜ＪＩＥがある と仮定しても土地の転売禁止が １０ 年虱に・ぎず、その後の本Ｆ

の利益について何 ら保証がない （実際に回社は数年でＭ店 した事例があ る）

⑤　 １平カメートルあたり ２， ８００　Ｐモｊと いう売却価格は適ｍでない （ｉＴは荐動産鑑定を

実施 していな い。 ｍ土交ｌｌ省によ る２０２５年 ＩＪ１１ 日現在の最寄 りｊ自点飯ほのぬ示ｊｉ

価は回３，５００　Ｆｊ）

⑥　そもそも売却せず賃貸しても店憔の誘致はｉｉｌｔである （固定資ｔ税の増加のｆｔわ

りに賃貸鼈入がＲｊきめる）－一等のを倣から合ｊｌ白そＪと は言い難く、 回施ｆｉ令１６７条

の２ が定める随意契約がたされる４合に該当 しない。

なお、「申しｍがなく 」「ｊｌつからない」 といった事情は入札をしないＳＦｈ にはな

らない。 回施行令は、 入札をしたう えで落札がない場合には随意契約を認めている。

（４）りに生 じる損害

本件契約を奥行すれば、ダヽな くと も売却価格と前Ｅ最寄 りｊｉぶのを示価格との差に

相肖する １２，５７２，６０９　Ｆ９の損害が生じる。 最寄 りｊき点は国道から離れた細い道に面する

小ＩＸ画であ り、 菱日ヨ｜ 中学校跡竟は国道 と県道の夕ｌ ｊｔであ るた め、 実際の価格差はさら

に大きく 、損害額も大 きく なる と考える のが常識 といえる。あ るｊｉｊｌを業経営者は菱

日］ 中跡ｊｉが仮に造成が必要な農ｊきであっても回 １０，０００　ＰＩはするだろう とｊＳべている。

ＩＩＴは 「土Ｊｉの払下げに関するＳ用Ｘ準」において価格算定の基準を「ぷ動産鑑定によ

る評価額を基本と する 」と 明示 している にも かかわらず、 本件契約にあたっ て‾蔡動産

鑑定を実施しなかった。

なお、今後、 ｇは大崎Ｆを業１：ｊｔ雇用促進補助金として最大２億Ｆｌｊ を株式会社トラ

イアルカンパニーに支給する考えを持ってお り、 違法行為のう えに多額の支ぽｉを重ね

る危険性があ る。

（５）求める必要な措置

本件契約を無効とする。上記残置物撤＝鼓等工事の発注を取り 消す。

４　 事実を証する書面

請求人が事実を証する書面 として提ｍしたも のは次の とお りである。

①土麑売買契め書

②いこ書‾蔡開示決定Ｓ加害（大総第１２９ 号）

③鑑定Ｗ価書 （令和７年覧イ蕎ぬ示）

④菱ｍ中学校跡地売却に関する質問について （回答） （大を発第５８倚）
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監査の実施

請求大の証拠の提七万瓦び陳述

請求人に対し て、 地方 自治法（ Ｅ昭和２２年法律第６７号。八下「法」 とい う。 ）第 ２４２条
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第７ 項の規定にＸづき、令和７ 年９　ｊｊ　２５　日に新たな証拠のを出八び陳述の機会を鼈定し

た。 請求天からは、請水害の要回を捕迅。する陳逃攷び新たな鬟Ｅ拠書類の提芭があ り、 その

陳述か。］容は次のと おり であ る。

【総ぬ】

（１）§１日Ｅ］ 中跡丿加の随意契約による売買契約、そのためのり 、ヽ徳建ａへの工事Ｒまの事実に争い

はないか。

４朱式会社ト ライ アルカンパニー（ぷ下 「㈱ トラ イアル」 とい う。 ）にがして、 を日］中学

校跡ｔを ５０，２９０，４３６　ＦＩ］で土ｊき売買契約を随意契約で締結したこ とは、地ｊモｉ自治法に違反

している。ま た、 株式会社ぺ徳建Ｒに回跡ｊｔの残置物撤＝鼓等工事を発注 した こと は、 本件

契め第２１条 （下記条亀を参易、） の規定に基づくものであり 、本件契約と リンクしている

ものと考えられる。したがって、本件契約履行のための前ＥＲａ工事は不急である。

土地売買契約書

（特約条項）

第２１条　売主は、 本物件（ｔ中含む）に、嵬物、 工作４加、土壌汚染物質（ｊｉ上・

ま中含む）、 ｊｃイヒｌｌオ等の埋蔵物、ｊき中橋ち。物 （せ物‾乱び建物にＨ随したせ築物の‾Ｍ１

や杭等。 但し、買主がＲ置を承諾したものを除く 。） 等、 羣、主が計画店舗を建設・使

篦するにあた り障害になるめ等が存在した場合、 本契約概Ｓ欄 （ｃ）に記載の期日まで

にそれら一切を自 ごの費ＪＩ負担にて撤去・ 除宍した上で｀誤差に本物件をり｜ き渡すもの

とす る。 （以下略）

（２）本件契めは地力自治法第 ２３４条とＷ缶施行令に鴉、ら して違法である。入札が原則であり、

随意契約はＭ夕｜ヽで ある。

地ｊ＝ｊ自治悵第 ２３４条に契約の締結の事乕、が、 回法施行令第 １６７条の２ に随意契約の事

項が定められているが、入札が大聊聡であり 、随意契嶌は政令で定める場合に該当すると

きに 限り 、こ れに よる こと がで きる とさ れて いる。

ｍＴｒは、請衆大宛にＲｍ した令和 ７年 ７　Ｊ１　２４　日付け大をを第５８倚において、随意契おが

でき るを由と してＷ缶施行令第 １６７条の２ 第１ 項第 ２夸 「その性質又は目 的が競争入札

に適しないものをする とき」に該肖する と主張しているが、次のとおり反論する。

【２０２５年 ７大ｊ　２４　日付請衆入宛ｐＩＴｒ良書ぼ（大をを第 ５８ そ） の主張に対する反論】

（３）最高裁 １９８７ 年３　ｊｊ　２０　日判決をもって本件契約が違法でないと いう 結論が導かれるとは

思えない。

①　最高裁判決の事例は、 使ｍ 目的がな氣的なものであり 、自 治体の契約に詳しい弁護士も

なルト生の高い事業のために随意契約が必要 といえる場合には、随意契約も ｊｉ］‘能と 考えら

れる と述べている。大崎ぢの場合は、ぬ有麑を営利企業である民間に売却するという もの

である。

②　最高裁鵯決が示す構回 は、 大湊Ｒ］‘の事例 と違 う。 最高裁判決は、随意契めにする決定の
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際に、「肖該契約の目 的、 鸚容に鄂、ら しそれに相応する資力、信ｍ、 ４ま術、 経験等を有す

る相手方を選ｔしその者との間で契約の締結をするという方法をと るのが售該契約の性

質に照ら し又はその目的を究極的に達成する上でより 妥肖であ り、 ひいては苞該普ｊａ地

方なすｔ；団体の利益の増進につながる と合‾ｔ的に判蓊される場合も該肖する。」 と示してい

る。 大崎ぢの場合は、 目的、鸚容が定まっておらず、 ㈱ト ライ アルからのれ診が起Ａであ

り、 最初から㈱ト ライ アル １社を木目手にまりき定な どはしていない。

③　最高裁判決は、特定の １社と随意契約をする こと が合ミ的であ りう るを包と して 「相手

方の資力、信万ｊ、技術、 経験等、 その能力に大きな関心を持ち、 これらを熟加 した上で特

定の相手方を選定してその者との獸で契約を締結する ことが妥售である と考えることに

は十分首肯するにえり るミ豈１があ る。 」と 述べてお り、 その事業者でなければなら ない特

殊な事情があ り得ると示している。 しかし㈱ トライアルの事業にはれ替を許さない特殊

性はない。

④　最高裁判決は、個々具体白ＩＪな契約ごとに、售該契勸の４類、鸚ち、 Ｋ生質、 目的等ま般の

事情を考慮して肖該普３ｔ：ぢぬｊＪ回体の契約担肖者の合を的な裁ｔ判回ｆにより決定され

るべきも のと ぎべてい る。 大崎 回］‘の㈱ト ライ アル本案の契剔担肖者の裁ｔ判覧が合ミ的

でない点は次のと おり であ る。

（４）契約は 「合を的」とは言えない。

①　売却先の㈱ト ライ アルは営利を業でな益きが薄く 、企業の存続、株圭・ 株価の維持を優

先するこ とが考え られ る。

②　大崎ＵＩ］‘は菱日Ｅ］中学校跡ｊきについては、１０年八上に渡り休翳崑になっている と主張して

いるが、 事実誤おである。 日計３本、大崎中学校に亟う子供たちのスクールバスのを着所

になっている。また、 ジャパンアス リー トト レーニングセンター大乖等で催しがある とき

も駐車場として使われてお り、 休Ｅｔではない。

③　大崎Ｒ］‘は随意契約のを佩を 「本りの利益増まに繋がる と合ミ的に判縦できるため」とし

ているが、定ｔ的な説獸がない。また、 芭店によ るＵ音、 振動、照明、 文台渋滞、同業者

の経営悪化、 事前の杭抜き工事による覧盤沈下のｉ］‘能性があるなど、ＲＴＲが受ける利益よ

り被害の方が大きいと考えられる。

④　本件土ｔのろ＼き渡し 日から数算して１０年間は本件土地を㈱ トライアルは転売できない

契めになっているが、 １０ 年経菟後は転売がｉ］‘能 とな る。 ㈱ト ライ アルは７ 年から１３年で

Ｍ店 した事例もあ り、 １１ 年目 な降も継続して経営がなされる保証はない。

⑤　売買価格が適工Ｅでない。 本件契約では、土覧価格が １平カメ ートル肖たり ２， ８００　Ｆ９ とな

っており 、最寄り のぬ示尨価３，５００　Ｆ９ と瓦較すると ２割安い価格である。

また、大崎ぢはＲＴ有地払い下げ価格の皿ｔ準において、 払い下げ価格の算定Ｘ準とし

て「不動産鑑定による評価額を基本とするが、それによらない場合は、 大崎ぢ税務氛の土

ｔ評価相萢額を参考に求めるものとする。また、 過宍に近傍ｊセで売買事例があった場合は

その価格を参考とする。」 と定めているが、 大崎むはミ日ヨもなく 不動産鑑定をせず税務課

の土竟評価相 萢額を採用してい る。

⑥　本件土ｔに関 して、大崎ぢの認識では売買でも賃貸でも鳫鼈であった。 企業イ覧の希ｔに
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より 本件土竟については売買するこ とになっ たと 述べていた。 他自 治体の例では、万ヽ 動産

をＮＰＯ にがして随意契約で売ると いう こと は一リ］が象としていない。大崎Ｆのケースで

いえば貸す奈地はあっても随意契めで売るという こと は常識夕｝ヽれであり 、賃貸でもき舗

の誘致は虱能であ る。

⑦　菱Ｆ日中学校跡丿七のｔ域活性化のための活用に関する請獵書では、コ ミュ ニテ ィセ ンタ

一等の建Ｒを求め、商業施鼈自体を要望していない。 また、鹿児豁県が発行している工業

用地パンフに菱日ヨ中跡地が掲載さ れている。他 自治体では学校跡地利き夕目方針等を定め、

綿密な計圃のもとｔ域振興にきｍしよう としているが、大崎ＲＴの対ぶは無方針・無策であ

り、 商業施鼈の誘致は、請ほ書八び鹿児島県工業ｙ目鳬パンフ掲載のｌ大］容と 矛盾 しており、

契約は合ミ的ではない。

【その他】

（５）大崎ＩＩＴはを業な崑雇Ｊｌｔ進補助制度をＲけており 、今後、 ㈱ト ライアルが企業胞皃すれ

ば、 議台での審議を経たう えで概算で１ 億８，５００ 万ＦＩの補ａ金を もら える ｉｉ］‘■４生があるこ

とに留意 して もらいたい。

（６）監査委員の除斥

羝第 １９９条の２ の規定により 、議会壥との才中崎文鶚を鼈委員は本件契めの售案審議に賛

成してお り、 利害関係者と してを虻する こと ができないさ場にある と認識してい る。 また、

遠矢忠監ま委員はニ瓦大崎Ｕ役場ｉ職員で、 この問題の圭管のを両の職務に従事されてお り、

除斥事おこ肖 たる 懸念があ る。

２　 事実を証する追加書Ｓ

請求人が事実を証する書面として追加提ｉしたものは次の とお りである。

①菱ｍ中学校跡まの地域ぼＦ生イヒのための垢用 に関する請願書（２０２４ 年　 ｊｌ ２７ 日）

②菱ｍ中学校跡ｔに関する住民意Ｒ交換会議事録 （令和７ 年６　Ｊｊ　１９　日）

③大崎ＦＦ有ｔ払い下げ価格のｊＥＪＩ基準について

④大阪市‾萃勤ｔの売まムいにかかる随惹、契めの取扱い基準八び随意契約ガイ ドライン

⑤鹿児粫県企集立を｜肖報の抜粋

⑥全国の廃校活ｍ事例紹介

⑦幸手市学校跡覧利ほＪＩ基本方針

⑧株式会社ト ライアルホールディングスの２０２５年６天丿期決算短信 〔日本基準〕 （連結）

⑨スーパーセンタート ライ アル店舗のＭ店Ｅ事抜粋

３　 監査対象事項

請衆害八び陳述の結果を総合的に判断し、ｔま対象事項を次のとお りと した。

（１）本件土麑売却を随意契約によ り契約した行為が違法な行為に肖たるか。

（２）菱ｍ中学校跡地残置物撤去等工事 （び下「残丿七物撤去等工事」 とい う。 ）の発注が‾Ｖ胞

といえるか。
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４　 ｔ曁筒象機関の監を

（１）総務課及びを両政策牒と し、 次の資料の提ｍを求め た。

①請求の要旨に筒する弁夙書

②弁回書の裏付け となる資れ

上ＥＪＦりｒｌ害は、 その裏付けと なる資れときせて令５Ｆ口 ７年 ９　ｊｊ　２５　日に提ぽｉされた。

なお、裏Ｈけとなる資料はな下のとおり である。

①土埓１■買契加害

②第３次大崎１１Ｔｒ総台計獵書ＲＩ期計画抜粋

③菱日Ｅｌｊｉ【Ｘ「菱ｍ／」丶学校【Ｚ：】住民アンケート結果報告書抜粋

④民ま（ｌモｊ治 ２９ 年４ １２７日法律第８９号）の関連条項

⑤大崎ＩＴｒＦ有Ｊきぢ、い下げ価格の皿ｔ準について

⑥大崎ｐｌＴｒ議台報き会 「住Ｒと議台と語る会」における住ＲＷ９を踏まえた政策祖１き害の提

出について（大議発第 ４９ 号）

⑦両地調書（認定回）

弁篤書の鸚容は、 要約する と！ジ、下の とお りである。

１． 弁明の趣旨

本件請求を棄却す ると の決定を求め る。

２． 請求に対する認否

請求人が圭張する 、本件契約を違法 と評価する根拠事実については否認する。

３． 弁明のを氤

（１）ｊき力 自治法第 ２３４条第２ 項は 「随意契約は、政令で定め る場合に該葹する とき にほ

り、 これによ るこ とができ る。 」と 規定 し、 回法施行令第 １６７条の２ 第１ 項第 ２号は対

象と なる 契約が「その性質又は 目的が競争入札に適しない ものをす ると き。 」は、随意

契約によ るこ とができ ると 定めてい る。

そし て、 最高裁昭和６２年 ３１ ２０ 日判決（判例時報 １２２８ 号７２頁）は、前記「その

性質又は 目的が競争入札に適しない ものをす ると き。 」について、

①　必ず しも 、競争入札の力法によ る契約の締結がぞ万能又は著し く困難である場合

に限定さ れる ものではなく 、競争入札の方法によ るこ と自 体が不凩能又は著 しく困

難と はい えないが、不特ｔ多数の者の参加を求め競争原ミに基づいて契約の相手力

を決定す るこ とが必ず しも適肖 ではなく 、售該契約自 体では多夕と も価格の有利性

を犠牲にする結果にな ると して も、 普通ｔ方な氣団体においてち該契約の目 的、内

容に照ら しそれに相応する資力、信用、 技術、経験等を有する相手方を選定 しその

考と の間で契約の締結をす ると いう 方法をと るのが售該契約の性質に照 らし又はそ

の目 的を究極的に達成する 上で より 妥肖 であ り、 ひいては芭該普碼奥方ぬ共団体の

利益の増進につながる と合ミ的に判断さ れる場合 も該自し、

②　 この該自性判断は、契約のな匹反び価格の有利性を図 るこ とを 目的 として普硼奥

力むポふ団体の契約締結の力法に制ほを加えている前加法八び令の趣旨を勘案し、
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個が具体的な契約ごと に、 售該契約の種類、 内容、４生質、目的等諸般の事情を考慮し

て肖該普∃ｌｊき方ぬが団体の契約担葹台の合ミ的な裁量判断によ り決定されるべき と判

示している。

（２）ここに、本件契霸の鴪象物件であるを日ＥＩ中学校跡尨については、 平成 ２６ 年４１ぶ、

降、 １１ 年間とい う長期回に渡って有効なきＪＩに回らず、議会からも早急な対策を講じ

るこ とを水められるも、事業者から購入 ・賃借を希２する唇の申し入れもないという

状況であった。

本イ牛においては、このよ うな状疣のも とで、㈱ トライアルよ り、 商業施鼈のせＲ

を目 的と して購入申芭を■けたものであると ころ、賀皀は、九鞦圏内で多数の大ミｌ店

舗を経営 している会社であ り、 商業施鼈の鴦疸を 目的 とした本件契霸の ｌ大ｌ容に腸、ら

し、 相応の資力、 信篦、技術、 経験等を有しているこ とは篤ら かである。

そうする と、 ㈱ト ライアルという特定の相手ｊ＝ｉを選定して、をｍ中学４夕跡ｔについ

て売買契約を締結すること には妥当４生があるというべきである。

また、本件売買契約の締結は、

①　大崎Ｒｒには、大規模の商業施鼈がない こと から 、ＲＴＲの生き利そ｜生の ［ｉ§ｉ］上につな
～

がる こと

②　雇鴇の確保に より 加減振興につなが ること

③　固定資ｔ税やま人ぢ民税の長期的な税収が覧えまれる こと

④　大崎Ｆ総合計画においても 「買 い物環境のを備を推まする 」と 素敵があ るよ うに、

大崎ＲＴの方針に も沿っている こと

⑤　令和６年９Ｊモｊ に実施した菱ｍ地区住民アンケート結果によると、買い物環境を欲

する意見が一定数見られる こと

⑥　大崎Ｆが娶」篦を推ましているジャパンアス リー トト レーニングセンター大隅の合

宿等利用者の利便性が高ま ること

⑦　㈱ト ライアルと「大害ま援協定」の締結を行うこ とにより 、加害発色毀において、

飲れ水や食れ品を確イ来し、被災台東援の示達化と備蓄に開するコスト佩滅と夕力率化

に寄与できる こと

⑧　㈱ト ライアルにおける生鮮食品等の仕入れにおいて、 本Ｆの農産物 ・水産物 ・加

工品を積砺蝪に旬、ち扱う こと で、 地元事業者の販Ｓ拡大効果が肖］待できること

とい う俗事情を踏まえると 、Ｊ吏力なヨ楔団体たる大崎Ｒｒの娶」益の増まにつながること

も明 らかである。

したがって、 本件契約については、 ｊき方自治法施行令第 １６７条の２第１ 項第２倚

にい う「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該肖する と認められるこ

とから、 随意契約の詢缶によって締結したこ とに違法をは勿論のこ と、 不を生もな

いと いう べきであ る。

（３）請衆入は、 随意契めの苫伍に よっ て本件契約を締結 した こと について、大崎ぢ職員

楷ｔ請衆害１ 瑕（３）の中で①Ｊ乃至⑥のを由を匏摘して違在、・ 不肖であると圭張する。

しかしながら、この①力至⑥のミ倣に筒する大崎ｐｌＴｒの乳解は八下のとおり である。
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①　売却先が営利法人であってぬあ性に裝け るこ とのき由 について

売却先が営利悵人であるこ とはぬキＦ生を否定するものではない。 寧ろ、㈱ トライ

アルの出店により 、ＦＲ圭活の利便性鸚上、 雇」≡目創皀、本Ｆ総合計画にＥ載する 「買

い物環境の整備を推ｔ」の実現、固定資ｔ税等による税収増加などが期待され、総

合的に回Ｔ全体の利益に資する とい え、 ぬ力歐を欠く とのミ逖は妥售でない。

②　菱日ＥＩ 中学校跡丿七は「休Ｗ傀」 （大を発第５８号）ではないと の回 目ヨ について

回ｔが一部、 大崎中学校∃ｌ学バス発着所や駐車場と して暫定利用 されていたこと

は事実である。しかしなが ら、 平成 ２６ 年４ ＪＩ 八降これらは恒常的・ 積極的恬用とは

評価しておらず、 総合的な土ｔ利篦の観点から休Ｅ的状疣にあったものである。ま

た、 中学校ｉｉ学バス発着所や、駐車場 として使用さ れている とい うを ｜お は、 あくま

で現状の事実であ り、 違法若しくはぞ肖 とするミ甄にはあたらない。

③　ｐｌ］‘の禾「Ｊ Ｅａ増ｔとＦＲ被害と の」ニヒ較衡ｔについて

２４ 時間営業に伴 うＵ音や交通ｔの増加等については、法令に基づく環境規制や開

発指導による適切な対応がｉ］‘能であ る。 他方で、 剔１００ 大規模の雇ＪＩ創ｉや年回推

ｔ　６７０　万Ｆヨの税収増等、経済白ＷＩ」益は明確であり 、利益増進につながる と合を的に

判断でき る。

④　転売禁止期間について

転売禁止期間を１０年間とする契約条件は、 民缶第５７９ 条ｊ１び第５８０ 条において買

戻特約の期戛が最長１０年と規定されているからであるが、大崎Ｆの利益を十分確保

する期回であ ると 思料 され る。 ぬ有財ｔ処分について 、「その後の本りの利Ｅａについ

て何 ら保証が ない」と 主張 し、 怛ぺ的に保証を求める こと は法の趣回に照ら して妥

肖でない。

⑤　売却価格 と‾尽動産鑑定評価の有無について

大崎ほ］‘Ｒｒ有地払い下げ価格のミ皿準第５条において、価格算定のＪＩ準は 「万ｔ

産鑑定による評価額をま本とするが、それによらない場合は、 大崎Ｆ税務簇の土地

評価相售額を参考に求める もの とする。 」こ とが定め られてい る。

本件はその規定に則った対応であり 、不動ｔｔ定を欠くこ とのみをもって違法若

しく は不ちと評価されるも のではない。

なお、今回不動産ま定を実施していないミ亟としては、一つ目 に、 これまでき性

化に［白］けた有効な土ｔ利用の具体案がなかった土丿七について、㈱ トライアルから購

大希望の 申し ｍが あり 、年期の合意を得たかった こと 、二つ目 に、 肖時、本Ｒｒは不

動産鑑定業務を実施する予算を有してお らず、予算の確保から業務完了 まで推定３

かＪＩな上の期間が戛えまれていた こと 、こつ目 に、 跡地の対策につい て、 「大崎む常

会報告『イ’左民と售会と語る会Ｊ』における住民や亂を踏まえた政策提巵書」 の中で、

早急な対策が求め られていたこ とが挙げ られる。

そし て、 １平方メ ート ル葹たり ２， ８００　Ｐヨ とい う売却価格は、上記ミ用基準に即し

本社税務課の令和 ７年度における近傍丿七の宅地評価額２，８００　Ｆエヨを根拠とし、決定し

たものである。加えて、この価格を客観的に判蒭するため、ｔ≡目ま準以、タトの路線価

から算ｉ した対象土地の画麑調書を参照 した とこ ろ、 価格は‾夕虹形補工Ｅ等に より、
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２， ８３０　ＦＩ とな っており 、近傍竟価格 と大きく 乖離 していないこ とを確認 している。

な上を踏まえ ると 、１ 平カメー トル自た り２，８００　Ｒと いう 売却価格は適‾をである

といえる。

⑥　賃貸による誘致のｉ］＾・や生について

賃貸による芭店誘致もＪＩ論上‾罵能である。一般的に、 ９ｔの目的を待った習、方が、

五いの目 的を達成するため契約を締結するが、成をの前提として諸条件について申

ｉきの意ｇ表示と 承諾が必要である。本件の場合、相手方が提示した条件が売却であ

り、 大崎ｐｌ］‘もこれを承諾したため契約が成立した（売買契約ではなく 、賃貸借契約

を優先的に締結すべき とい う趣回であれば、 その根拠が不明である。）。

（４）な上の とお り、 本件契約を随意契約の方法によ り締結したこ とに違法ｊｌ生・ フド 自性は

認め られない。

したがって、 本件契約に基づく そ日１中学校跡ｔの売却夕１！分は、ｊｉ力自治ま２４２ 条第

１項にいう「違羝若しくはぞ肖な財産の処分」に該自 しない。

そし て、 大崎ぢ職員措置請求書を見るほ り、 請求人は、本件契約が違法 ・不肖であ

るこ とを前提として、 回跡ｊｌの戮置物撤去等工事についての請負契約が回条瑕にいう

「違法若 しく はンド肖 な契約」 と主張してい るも のと 思料されると ころ 、かかる 主張は、

上Ｅのとおり 本件契約に違まｔ生・ｆ卦ト生が認められないむＪ、上、 前提を欠くものである。

よっ て、 本件請求には週ＩＦｈ がないから棄却されるべきである。

（２）令和７年１０　Ｊ１　３　日に監査筒象機関の職員から事情聴取を行った。

ア提出された資料

①㈱ トライアルからの芭店木目談があっ てから契剔締結に至るまでの経緯

②菱日ヨ 中学校跡ｔきＪ≡目について（令和６年 １０　Ｊ１　２３　日黶催の菱篤な民分館との意見交換会

でイｔｊ目した資料）

③スポーツ合宿施設計画の検討結果八び実績

④Ｕ有土ｔの払下げ価格について（起案伺書）

⑤ジャパンアスリ ート トレーニングセンター大珮でのイベント等による利ＪＩ実績

⑥ぢ有土覓の払下げについて（起案伺書）

⑦菱日ＥＩ中学校跡ｔ残置物等撤去工事関係資料一式

⑧大規模小脆店舗な皃法に関する資料

⑨菱日］ 中学校跡覧税額等試算

⑩大害覬における物資供給に関する協定書（案）

⑧｜日ミｌｍ中学校Ｓｊ七加夕目提案（令和４年 ５　Ｊ１　２４　日開催の１日ヨの回日 を語る会での資料）

慥を有訥産の所管換えについて

イ本件請求に係る監査委員の質問に対する監を対象機関の回答
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１「本件土」セ売買に関して、 長期間にわたって購入 ・賃貸を希望する 申しｍがなかった」と ある

が、 本件上ｊｔの活用に関 して、これまでどのよ うな取り組み、情報提供がなされたか。

また、これまでノと募等の手法を用いなかった理『ｈ は。

本件土ｔの活用に関しての これまでの取 り組みと して は、

令鵝２年 １０　Ｊｊ　　　　　 ㈱トライアルと回等の商業施設に跡尨にイ奉る情報提宍

（時期不獸）　　　　　 コンビニエンスス トアに跡丿七にイ鼻る情報提供

令和 ２年 １１ ｊ　２日　　　菱篤覓域住民との 「菱 日ヨ の獸 目を語る会」 で意え交換

令うＦ口 ４年 ５　Ｊ１　２４　日　　　 菱日∃ｔ域住民との「菱日ヨの獸目 を語る会」で意え交換

令和４年 １１ ｊｊ　　　　　 「鹿児島県の工業ｍｔ」（県パンフ レッ ト） に掲載

令和６年 ２　Ｊ１　２０　日　　　 跡ｊききヂ目について菱Ｆ日ぬ民分館との意え交換会

令和６年 １０ 天１ ２３ 日　　 跡ｊききＪ≡目について菱ｍぬ民分館との意え交換会

令加６年 １１　１　１８　日　　 ㈱ト ライアルと協議開始

ぬ募等の手法を箟いなかっ たミ畆につい て、

令和６年 １０　１　２３　日に行った菱ｍぬ民分館との意見交換会の際に、 大崎回Ｔと企業がミ片回した、

Ｆ］‘民 とアスリ ート の利便性『氛上のための、 分譲地・ 商業施設等が ミッ クス された再回発事業を提
１

案し、協議が進んだ場合は、プロポーザルを令和７年度に行い、参入したいを業を募集する翦を

菱Ｅ日ぬ民分館に説回 していた が、 同年 １１　ＪＩ 、㈱ トラ イアルか らの土ｊｔに関する相談を受けた八

降は、同社か ら事業説明を受け る中 で、 過去に買 い物施Ｒへの要望意Ｒがあった こと から 、Ｆが

生体的に回社を誘致したい と考えた。こ のた め、 ぬ募等の方法は、 他社が落札する鳫能性があ り、

この場合、回社を誘致する こと にな らないため、 選択肢と しては入っていなかっ た。

２。 本件契約を随意契約によっ てしたこ との根拠として、 やり１書に記載されている が、 仮に競争

入社とい う弟伍を選択 した結束、葹初関むを示していた㈱ トライアルが本件への関与をほ念す

る可能性があったのか。また、 それを確おできる根拠はあるか。

ｉｉ］‘能性はあ った と考えている。㈱ トラ イアルか らの土ｔに関する相談を受 け、 事業説明等を

受け る中 で、 ｐＩＴが主体的に回礼を誘致したい と考えに至っ た。 このため 、「仮に競争入札 とい

う方法」 は他社が落札する 鳫能性が あり 、回礼を誘致する こと にな らないた め、 選択肢に入っ

ていなかった。

そのほか、㈱ トライアルは、店舗網を拡大する中で、 土覧売買又は賃貸に対する１１］‘の意ｌ、決

定の時期 を令和７ 年６ ＪＩ 議会での決定を希望していた。 黙と の協議を前提に進出を検討 してお

り、 競争入札によ って仕様書設計に係る期間の必要性や、 他社 との競合 とな った場合、土ｊき取

得の え∃ａしが立ちに くい となれば、撤ｌｋのｊ］｀能性があ った と考えて いる。

を飢とし て、 ㈱ト ライ アルにと って は、 大崎ｙ鈔、夕卜のた域での店舗展開でも 全く 支障がない

から であ る。 これはを業側の判断に属するた め、 ９確なす。書によ るを拠は存在 しないが、結果
●

として競争入札方式では企業誘致の機会を失 うリ スク が高かっ たと 判断 している。
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２－ １　 競争入札にな ると仕様書鼈計に係る期回が必要と のこ とだが、 標準的な ものでどのく い、

の期回が必要になるのか。

事業の規模やＦ大］容等によって必Ｗと なる期間は異なる。実例でいえば大崎第一中学校跡丿七き

箟事業の場合は、 公募形式で行ったが着手か ら実施ま で概ね７ かＪＩを要し た。

３。 ㈱ト ライ アルから本Ｆにｉき木目談等があってから契め締結に至るまでの経緯はどのよう
９

になっている か。

ｍ店相談から契約締結にｊｉる までの経緯

日　　 付　　　　　　　　　　　　　　　　　　 肖］　　容

Ｆか ら㈱ トラ イアルにせし土麑の概要説明を行う とと もに誘致にゆ］

令和 ６年 １１　Ｊ１　１８　日　 けた協議を開始
令和 ７年 ５　Ｊ１　１９　日　　 ㈱ト ライ アルから書面によ るｍ店協議中込書を受ミ

令和 ７年 ５　Ｊ１　２６　日　　 標記 申ｉき書にが して，Ｆから書・によ る承諾

議会に対して，跡丿祖 ４筆 （：Ｌ７，９６０．８７ｊ）を ５０，２９０，４３６　Ｆエ］で㈱トラ

令和 ７年 ６Ｊ１１０日　　イアルに売却する議案を上程
令５Ｆ口 ７年 ６１　１９　日　　 菱日ヨ１ぬ民分館八び巡域住民 との意見交換会の珮催

令和７年６１ ２５ 日　　 土ｔの処分（菱日ヨ中学校跡地の売却） 議案の７ｉ］‘決 （議決第 ２９ そ）

令和 ７年 ７１ ２２ 日　　 ㈱ト ライアルと土覧売買契めを締結

４。 地域活性化のための活用に関する請願に対する菱Ｆ日ぬ民分館に対しての状況説明の経過

とぢの方針に対するｊ七城の反応は どう だっ たか。

令和６年３１ の請願採択後、令和６年１０　１　２３　日に菱Ｆ日ぬＲ分館と意見交換を実施した。請

願鸚容に対するＦの見解と しては、 請願をそのまま実施するという こと ではなく 、これに対す

る代案と して、ぢ作成の「菱Ｆ日中学校跡地利用について」を示した。 請願をそのまま実施する

こと ができないえ剴と しては、

・ぢは財政的な観点八び近隣に類似施鼈があるこ とからコ ミュニティ施鼈を嵬数する予定は

ないこと

・駐車場は必要と認識している こと、施鼈設置を行う場合はＲ間資金（を業誘致）をせｊＨした

いこ と、 商業施鼈を優先したい こと

・Ｆを業立地補助金な どを材料にを業を誘致 したいこと

などを説明した。
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また、これに対する住民の反応は、 賛否両盲あったが、

・コ ミュニティ施設、 箱モノを作ってテナン ト誘致を して欲しい。

・宿泊施設は どう か９ とのりか らの問いかけに対 して、宿ｙ白施設だけではメリ ット を感 じな い。

・谷 口』 地【Ｘにある社会福祉法人の施設「ラプラス」の よう な施鼈が希望であ る。

との意え要望があった。

なお、令和６ 年１１ｙＷ、降は、具体的な状況説明はでき なかった。ｔ Ｆｈ とし て、 誘致を業候

補と して㈱ト ライ アルとヨ交渉していたためであ る。 一部のを匹民お館役員に「を業誘致に［自］

けて交渉をしてい る、 交渉事である ため相手先も お示 しできない。 」と 伝えていた。

補・として菱日］ぬ民分館との意見交換で使用した資料「菱日ヨ中学校跡ｔ利用について」の概

要を説明する。

菱日ヨぬ民分館から出 されたｔ域ほ性化のためのほ夕日に関する請願に対する代案と して、「大

崎ぢ と企業がヨ蜴回した、 ＦＲ とアスリ ート の利便性 ［自］上のた めの、分譲地 ・商業施設等がミッ

クス された再開発」を提案 した。

ぢの考え方と して、

①人口減夕対策と して、商業施鼈などを誘致する こと で、 大の流れや経済など、 ｔ域のほ性化

をねらいたい。

②仮旃菱Ｆ日ｔＫコミ ュニティ協議会センターは、新たな４数ではなく 菱ｍ小学校肖Ｊや菱ｍ農村

環境改善センター等のａ存施匹への鼈置を優先したい。

③小売業や夕１ヽ食鬼業飲食店などがえ隣に夕ないため商業施鼈を優先したい。

こと などを説明した。

５。 菱日ＥＩ 中学校がＭ校してから回跡ｊきの利垢鴇に関する蜀、祖経羞を示せ。

スポーツ合宿施鼈計画の検討結果八び実績

日　　 付　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　容

平成 ２５ 年７ ＪＩ　　　 大隅スポーツ観光交流拠点施設整備構想の策定

平成 ２９ 年９ ＪＩ　　　 大崎ぢス ポーツ振獸ゾーンま備‾嵬本針両の策定

年式 ３０ 年３Ｒ　　　１ｍ中学校脊尨に合宿施鼈と？肖防黛篦診所を備の予算‾罵決

平成 ３０ 年４ ＪＩ　　　 事業者き定のためのプロポーザル方式に よるな募回始

ユー ミーコーポレーシ ョン㈱を代表を業とする㈱ＯＴ Ｃが優先交渉

平成 ３０ 年８１　　　者に決定　基本協定の締結
平成 ３０ 年９ １　　　 菱日ヨ中学校校舎等解体八び菱ｍ肖防分回診所建鼈工事契約の締結

平成 ３１ 年３ １　　　 菱日］中学校校舎等解体工事完了

令和元年 ５１　　　 菱ｍ消防お回詰所新築工事完了

令和モ元年１２１　　　大崎Ｆスポーツ交流施鼈の整備について休止を決定
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６。 弁明書中に税務課の七ｊセ評価額１ 平方メー トルちた り２，８００ 「９ とい う近傍」加の場所はど こか。

税務Ｓが提示 した ２， ８００　Ｆ］ ／ｎｌは，ｊｉ傍ｔ兔の固ｔ資産評価額にＪＩづき算定したも ので，ｊ七

較夕ｔ象 としたｊき番 ・評価資料は下記のと おり であ る。

（１）払下財産　　 菱ｍ字源十堀 １４６９ 番ｔｔ！１　　　 宅地　　 １２，２１２．６３　ｎｆ

菱日ＥＩ 宇ｉＥ坂下２５１２番丿加 ３　　 雑種地　　　 １， ５２０　ｒｌｌ

菱日ＥＩ 宇ｉＥＥ坂下 ２５１２ 番地 ４　　 宅ｊｔ　　　　 ３， ９９３　ｊ

菱日］字ｉＥ坂下 ２５１９ 番地 ４　　 宅覧　　　 ２３５． ２４　ｎｌ

合計　　１７，９６０．８７　ｎｌ

（２）き傍鳬評価額

①を日ヨ１宇ｍ坂下２４９７きｔ１　　宅ｔ　　　　ｎｆ　　評価額　２、，・卻むそ／Ｊ！ｆ

②菱 日］宇ｉＥＷ下　　きｊｔ　　　ｔｊき　　　　 ｎｆ　　評価額　 １， ６８０　ＰＩ ／ｎｌ

③菱Ｅ日宇源十堀　　Ｓｊｔ！！　　　 畑　　　　　 ｎｆ　　評価額　　 ６０　ＦＩ ／ｎｌ

④ｊｉ日ＥＩ宇Ｓ十堀　　番ｊｔ　　　篶鳧ｌｌｊ｛ｔｌ　　　ｎｆ　　評価額　　 １００　ＰＩ ／ｎｆ

本件土覓は、 南側の国道に而している部分は狭く 、北側が監く 、西鴨は回ど１も あり 、不整形

竟と なっ ているこ とか ら、 国道嘔』の宅麑は参考とせず、 上お①のｔｊセ評価額を採ｍした。 今回

採用 した亙傍覧の土麑評価額は、平成２４年度が ３， ５００　ＦＩ で令和６ 年度は２，８００ 円と 下落傾鸚

にあ る。

また、ほ綿価格から算出した本イ牛土地の園地調書でも価格は万を陷補ｉＥ等により ２， ８３０　Ｆエｊ

となっており 近傍地価格と 大き く乖離していない。

・　採只Ｉした竟傍竟の簒価額①は、一般財回法大資産評価研究センターのホームページで標

準宅地と してぬ表されている。

７。 時間的制約に よって不動産鑑Ｅ定を実施でき なかった と判断したと のこ とだが、 仮に万 動ヽ産鑑
Ｓ

定を行い契約時期が数かＪヨｊ 遅く なっ た場合のを業誘致の実現性に支障が生じたか。

ま障が生じた と認識している。 ‾蔡動ｔ鑑定を実施する場合、 予算確保のため議会の議羝を要

する こと や、 業務執行から業務完了までの期間が数か１生じる こと で、 誘致に向けた計蕉に遅

延が生じ る恐れが あっ たため実施を見送った。

７－ １． 不動産鑑定に要する期間はどれくらい必要か。

概ね ３カリ１ 必要 と認識してい る。

７－ ２． 不動産鑑定か ３か天丿 程度でできるのであれば、 ‾蔡動産鑑定を実施後に㈱ トラ イアルの希

ｇする令和７年６１議会までの契約は、 ‾罵能ではないか。
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肖初、㈱ トライアルは、本イ牛土丿加については賃貸契めを考えていたが、 令５Ｆ日 ７年 ２Ｊｊ末に本件上

Ｊｉについて は売買の方向で考えている 回の連絡があ り、 時間的な制約 もあ ったため、不動産鑑定は

行わなかった。

８。 を田中学校恪地はスクールバス発着所やイベント等の駐車場ｉとして利ＪＩ されているが、代替

地の検討はされている か。

スク ールバスを着所は、令和７ 年１０　ｊｊ　１　日から菱ｍ農村環境改善セ ンター敷覧内に移動し

ている。 また、イベン ト等の代替地については、 将来的なな累利用を念頭に選定中である。

９。 ㈱ト ライアルが施鼈を建なするに肖たり 、本イ牛土地にイ京る残ｊセ杭を撤ましなければならない

根拠法令等はあるか。 また、本件契約の成２たの有無に関わらず、 将来、菱ｍ中学校跡地をきｍ

するに售たり、加皀杭を撤去しなければならない‾叭能４生はあるか。

Ｒｔ杭を撤去しなければな らない根拠法令はない。ただし、本罵と回社における土地売買契

約書第２１条において、杭などの残尨物について は、 撤去の上 ら｜ き渡すこ とを定めている。本

ぢは、杭などのＲｔ物の存在に基づく撤去費丿目や施工加」ほが地価に与える影響を評価できず、

買圭が撤去費用をえたんだ価格交渉を行ってきて も、 石越廉売に售たる ‾罵能性があ り、 応じる

こと が【ｉ難なだめ、 杭撤ミたの工事を行った上で、 土鳬をそ隣と同等の評価額によ り売却するこ

とと した。

なお、ｊ七中ミほ物は、産業廃棄物の規制の観点から、判例においては、宅丿七の売買における

地中に土八外の異物が存在する場合、直ちに土鳬のＥＦＲ疵を構成する とは言えないが、 その土ｔ

上にせ物を建築するに售た り支障と なる質・ ｔの異物がｊ七中に存するために、 その土麑のタトえ

からａ常予測され得る ｊき盤の整備 ・改良の程度を越える特５３「ｊの異物撤＝甃工事等を必要とする場

合には、 土ｔの瑕疵になる と述べられており （東京覧判平成４ 年１０　Ｊ１　２８　日判夕８３１ 号１５９

頁、 東京丿吏判平成１０年 １１　１　２６　日判時１６８２号 ６０ 頁、 東京地判平成 １４ 年９ Ｊ１ ２７ 日ウエスド

ロー ・ジャパン、 札幌地判平成 １７ 年４　Ｊｊ　２２　日判夕１２０３号 １８９］ヨ‘等） 、このよ うな場合には、

売圭はＥＦＲまｍ保責任にぶづき除去費篦等の損害賠償義務を負祖する‾罵能性がある。 このような

ミ畆から 、杭の撤＝鼓を行 うも のである。

仮に㈱ト ライ アルではない企業の進ｉであっても、嵬物の規模やせ築手、法、造成の規模によ

り、 回様の対応が必要 とな る■‘能性が ある。

１０．弁県書によると 「２４時間営業に伴う９音や交Ｓ量の増加等については、 法令にＪＩづく環境規

覬や開発指導による適リＪな対ホがｊ］‘能であ る。 」と のこ とだが、 関Ｗ法令等を踏まえ具体恂な説

明を求める。
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㈱ト ライアルのをｍについては、圭に大規模小売店舗包尨法（八下 「大店法」という。）な

どの法令によ り対応が虱能である。 また、本件契嶌書第２１条第７項において、 「ぢ八び」七城住

民から寄せられる意え ・要望については、そのき回を踏ま え、 Ｒ］‘と 協議の上、必・にホじてＥ

慮するよ う努める もの とす る。 」と 規定 し、 遮隣住民に筒する髱慮について も協力を求めてい

る。

大店ま第 ４条第２ 項で、①駐車場鼈置で髱慮すべき事項　②Ｒ音の発生や生活環境の悪、化の

防止のためにＥ慮すべき事項を定めている。 また、大店伍施行規則の中で大規模小売店舗の新

設にＭする届出の中に 「駐車場の自動車の出入口の数Ｒび位置」が規定されてお り、 各種通達

において 「小中学校な どの通学路への影響や歩行者の安全確保について留意する こと が求めら

れる」などのＥ載があ り、 店舗鼈置者に交ｊ！安全に関する筒策について様がな髱慮 ・努力・義

務が求め られてい る。

大店法第７条八び第８条において㈱ トライアルは尨城住民に対し説明会の珮催と市Ｒｒ村か

らの意見の聴取をする こと を義務付けている。

他市ｐｌＴ村の例を乳ると 「駐車場ｉの照明 の回 るさ 」「駐車場の治安対策」「排水計画」「渋滞に

関して」 「９音にがして」 など説回会で様が な意え・ 要望が出 されている。 本ぢにおいては、

現段階で住民からの意見・ 要望を網羅できないため、 本件契約書Ｆｊｉでは具体的なＥ載を求める

こと は行わず、包括的な条ギ回 とし て、 本件契約書第 ２１ 条第 ７項に「ぢ八び」七城住民から 寄せ

られる意え・ ＷＭについて は、 その趣旨を踏まえ、Ｆ と協議の上、 必・に完、じてＲ慮するよう

努めるものとする。」 の一ズを追記した。

大店法に よる意えの聴旬、俶、び立地協定ま でに学校や警察・ ｔ城住民から 児ｊｋ・ ｔ城住民の交

ｉｉ安をに関する意えをいただき、令和７年６ＪＩに行われた意見交換会や今後觝われる説鴉会で

の住民の意見 ・Ｗ皿、び各４法令を摧お した上で、㈱ トラ イアルと協議 していく。

１０－１ ．Ｍ音問題について、 ｊ七域住民もむＥ している と請求人から も指摘があったが、騒音対策は

大丈夫か。

工事は、 法規制を遵守し適切に行っていく。 また、夜戛の工事は行わないなど極力住民にフド安

を与えないよ うに努め る。

１１ ．’ ㈱ト ライ アルが出店するこ とによっ て、 約１００ 大の雇篦創ｉや年間推定６７０ 万ＦＩの税収がた

ふめるという ことだが、根拠はあるのか。

雇篦創莖約１００ 佑、 税ぼ ６７０万 Ｆ９ の試算は、企業ヒ アリ ング八びＲり‘の俵算にＪｋづいた金額で

ある。

１２．㈱ トライアルと のＸ害支援協定はいつ頃締結するのか。 また協さの｜六ｌ容は、Ｘ害鶤における

食料ａ・ 衣料品・ 生きＲＩ あを含めた物資を供が主に なる のか。
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災害支援協定の締結時期は、店舗のオープン前を想定している。具体的には、大規模店舗の

進出に伴 う県の許認可を得られると思われる令和 ９年４Ｊｊから７ ｊｊ までの時期を想定してい

る。 また、大害支援協定は、大崎Ｆの要請にあづき㈱ トライアルが食れ品・ 飲料ａ・ 衣類 ・日

Ｊ≡目生活品などを供給するか。］容と なってお り、 大崎Ｆのメリ ット としては、災害支援物資を保管

する備蓄倉庫のを備費や維嶌費、支援物資の管ミが不・と なる こと が考えられる。

１３，弁明書中において、 本ｐｌＴの農産物 ・水産物 ・加工品を積極的にな り扱 う卮の記載がある が、

その根拠はあるのか。

㈱ト ライ アルから 、ｔラｉ１農水産物や加工品の旬、扱い意ちこついて、口頭に より 打卷されてい

る。 令和 ７年 ８　Ｊ１　２６　日には、 回社のバイヤーが ２佑末り゛し、企画政策ほ八び商工観光覧の担

肖者でｔ元商品の取り扱いや商工会の加入に関して実ほに協議を社った。

１４．９ カ２５口 に請求人が行った陳をにおいて、本件契勸が合理的なを畆に該肖しない新たな反論

項目を訴えた。要点は次のとお りである。

「菱 ｍ中学校跡ｔの地域活４生イヒのた めのほル」に 関する請願書では、コ ミュ ニテ　センター等

のを敬を求め、商業施鼈自体を要ま していない。 また、鹿児粫県が発行 している工業Ｊｌｔパン

フに菱日ヨ中跡Ｊきが掲載 されてい る。 他自 治体では学校跡丿七利活篦方針等を定め、綿密な計画の

もと麑域振興にほｊｎ しよ うと しているが、 大崎ｐｌ〕Ｆの筒応は無方針・ 無策であ り、 犒業施鼈の誘

致は、請獸書八び鹿児島県工業用地パンフ掲載の鸚容と矛盾してお り、契約は合を的ではない。」

ａ上のこ とについての弁明 を求める。

まず、請願そのものに対するｔ識だが、 請願には法的拘束力がなく 、議会が採択したとして

もその内容を必ず実行しなければな らないと いう制度ではなく 、希望や意見の表ｌｊｌである、と

いうお識を持っている

請願においてはコ ミュニティセ ンター建設等の要望であったが、令和６ 年２ ｊ　２０　日の菱ｍ

ぬ民分館との意見交換において、「まずは買い物であ る。 」「買い物をする施設を作ってほしい。」

との強い意えがあった こと 、さ らに遡っ て、 令和 ２年 １１　Ｊミｊ２ 日の 「菱 ＮＲの明 日を語る会」で

スーパー等の商業施鼈、と の意えがあったこ と、 そのほか菱日∃ｊセ［Ｘアンケートの結果から商業

施Ｒに対する 一定のニーズかおるこ と、 総合計画のお載等から判縦 し、 ぢと しては商業施鼈誘

致を｀慝択した。 また、本件の結果については、 令和 ７年 ７Ｊ１　１７ 日に菱日ヨな民分館の役員 ３佑

にがし、 ぢ長佑による回答をウこ書で渡したが、 これに対する役員方がからは、 「みなさん、大

変喜ばれている」 との言葉をいただいたところである。

次に、県工業篦麑バンプレッド掲載の件である。 恪禁は工業利夕日 も想定していたが、篦途を

工業分Ｗに利篦すると いう 制限ではなく 、利丿目 について宙、く周知を図る意図をも っての掲載で

あっ た。

また、学校跡麑利活用方針等については、法令等によ り義務付けさ れている ものではなく、
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禾｜Ｊｇｊ目方針を「定める」 「定めない」 の判甎はそれぞれの自治体任意の判断で行う べきである

とい うＳ識である。さ らに、請求大の「本ぢの対応は無方針・ 無策」と いう 陳述について は、

請求大の ご意見・ 評価であ ると 受け止めてい る。

最後に、 本件契約については、 令和 ７年６ＪＩ議会においてを会一致の議決を得てお り、 適ま

かつ住Ｒ万考 の‾ｔ解が得 られてい る、 とい う認識であり 、「契約は合き的ではない」と する請

求大の陳５ＺＲを否認する。

（３）監ま委員の除斥

大崎Ｆ監査委員の うち議会き出であ る神蹣ＴＴなこ男委員 は、 令和 ７年 ９Ｊ１１ １日 から 回年 ９Ｊ１

２５ 日までは法第 １９９条の２ の規定に抵触する恐れがあったため、本件措置請求の監査には加

わらなかったが、 法の規定に基づく 除斥要件に芭てはまらないこと と判断したこ とから９ Ｊ１

２６ 日からは、神崎大男監査委員も本件措置請求の監査に加わった。

第３

（１）

判断

本件随意契約が違まな行為に肖 たる か。

請求人は、普湎酋ｊ＝ｊなぢｉＳＸ体が締結する契めは競争入札が原ｍであ り、 大崎Ｆが本件土

ｔ売買に関し、地方自 治伍施行令第 １６７条の２ 第１ 項第 ２夸 「その性質又は目 的が競争入

札に適しない ものをすると き」 に該肖すると して随意契約を締結したこ とについて合ぎ的

なミ逖はない と主張している。

●

①た方自治法施行令第 １６７条の２ 第１ 場、第２ 昜の追篦について

請求人は、大崎Ｆ職員措置請求書八び陳述において、 大崎Ｒ］‘は最高裁１９８７年 ３ｊ　２０　日

判決に鄂、ら して本件契約が「苓泓中学校跡ｔの売買契約につきま しては、 長期間にわたっ

て購入・ 賃借を希望する申 しけｉが なく 、かつ、 本ぢによ る活用方法もなかなかえつからな

い状疣で協議につなが りま した購入希２事業者に対し、適ｍ価格にて売却するもので、Ｆ

民生きの利便せ八びひいては本社の利益増進にも繋が ると 合ミ的に判断でき る。 」と 觜定

し、 「今回の売買契約は、 覧方 自治ま施行令 １６７条の２ 第１ 項第 ２号の「そのｔ生質又は目

的が競争入札に適 しないものをする とき」に該售する」と 主張 している が、 最高裁判決の

事例は、 使篦目的がぬＪち白ＩＪな ものであ り、 大崎Ｒ］‘の場合は、 ぬ有地を営利ｊと業である民間

に売却するという ものでを族をに欠ける。また、 最高裁判決は、特定の １社と随意契約を

する こと が合ミ的であ り得るを 日日 とし て、 その事業者でなければなら ない特殊な事情が

あり 得る とをべており 、㈱ トラ イアルの事業には代替を許 さない特殊性はな い。 さら に最

高裁判決は、 個が具体的な契おごと に、 萢該契約の種類、 「大」容、性質、 目的等諸般の事情

を考慮して肖該普湎奥方なＥＪｔ；回体の契約担肖者の合ミ的な裁量判断により 決定されるべ

きも のと して いる が、 本イ牛契剔に ∃ｊ たっ ては契め祖售者の裁ｔ判蓊が①売却夕ごが営禾１」缶

人②菱日中跡地は 「休蜀犬」ではない。 ③「本Ｆの利益増嵬」 になると 蒭定できない。ぢ

民の被害を検討していない。④利益があると仮定しても１０年経菟後の保証がない。 ⑤売

買価格が追ｍでない。 不動産鑑定を していない。 ⑥賃貸でも店舗の誘致はｊｉ］‘能⑦請尚書や

Ｆの他の教祖みとの矛盾している　 とのミ日日から合ミ的ではないとしている。
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一方、大崎むは、

・　 菱Ｆ日中学校跡地については、 菱ｍ中学校Ｍ校後の平成２６年４ＪＩな降、 １１ 年回の長期

翫に渡って事業者から本件土麑の購入・ 賃借を希望する回の申 し入れもなく 、有効な活

用に至っていないこと　　　　　　　　　　　．

・　 令和 ６年 ｎ１ ２７ 日付 け大議発第４９そで大崎剰議会から廃校 とな った学校跡麑につ

いて は、 りｊ１びｊ七城ほ性化の観点か ら年急な筒応を求められていた こと

・　 令加 ６年 １１　ｊ１　１８　日に㈱ト ライ アルから本件土覧に回 し相談を攷．け、 令加 ７年 ５　Ｊ１　１９

日に商業施鼈の連鼈を 目的 として購入申 しｍ を受けた こと

・　 ㈱ト ライ アルは、 九Ｗ｜圏内で多数の大まき舗を経営している会社であ り、 商業施鼈の

連鼈を目的と した本件契約の｜大１容に照ら し、 相応の資力、 信Ｊ≡目、技術、 経験等を有して

いる こと

・　 ぢＲの利便をの［自］上、 覓城経済の振興、 災害支援によ る社会貢献、 住民ニーズ等の各

事情を踏まえると大崎ぢの禾｜」益の増まにつながる こと

・　 本イ牛契め相手方である㈱ トライアルは営利ま人であるが、回社の店舗ｉ店によ り、Ｆ

民生？台の利便性の「自」上、 雇用創芭、本Ｆ総合計画にＥ載する 「買い物環境の整備を推ま」

の実現、 税鼈増などが期待され、総合的にＲＴを体の利益に資するといえ、 請求人が指摘

するぬキ吐を欠く とのミ由は妥肖でないこと

・　 ２４ 時笥営業に伴う騒音や交ｉｉｔの増加等については、 法令に基づく 環境規制等によ

る適切な対応が虱能な こと

・　 売却価格は適ｍである こと

・　 本件土ｔ売買に回 し、 競争入札の方法をき択した４合、㈱ トライアルは大崎ｌｌＴでの芭

店をえ合わせるｊｉ］‘能性があっ たこと

を挙げ、 囂、上の経菟と認識を踏まえ競争入社には適しないと 牛１ＪＭ・したと圭張している．

七ｉ自治法施行令第１６７ 条の ２第 １項第２硲に掲げる「そのや生質又は目的が競争入札に

適しないものをすると き」 の要件の意義八びその判断基準について、判例（昭和 ６２ 年３ Ｊｊ

２０ 日最高裁判決　９和 ５７ 年（行ツ）第 ７４ そ） では、「万動産の買入れ又は借入れに関する

契約のよ うに售該契約の目的物の性質から契約の相手方がおのずから特定の者に戮定され

てしまう場合や契約の締結を秘密にする ことが萢該契めの目的を速成する上で必要と され

る場合など售該契約の性質又は目的に照らして競争入札の方羝によ る契めの締結がフドｉＴ能

又は著しく困難というべき場合がこれに該肖する ことは疑いがないが、必ずしもこのような

場合に限定さ れる ものではなく 、競争入札の方法によ るこ と自 体がｙｉ］‘能又は著 しく ｌ難と

はい えないが 、‾尽特定多数の者の参加を求め競争丿京きに基づいて契約の相手方を決定するこ

とが必ず しも適售ではなく 、售該契約自 体では多少と も価格の有利性を犠牲にする結果にな

ると して も、 普湎奥方なあ団体において 萢該契約の目 的、 内容に照 らしそれに相応する資力、

信篦、技術、 経験等を有す る相手方をき定しその者と の鶚で契約の締結をす ると いう 方法を

とるのが肖該契約の性質に照ら し又はその目的を究極的に達成する上でより 妥苞であ り、ひ

いては肖該普ａｔ方ぬＪｔ？団体の利益の増進につながる と合ミ的に判縦される場合も回項２

号に掲げる場合に該肖するものと解すべきである。そして、右のよ うな場合に該肖するか否
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かは、契約の匹Ｅ‾反び価格の有禾｜」性を回る こと を目的と して普ｉｉ地力ぬＥ湊団体の契約締結の

ｊ＝ｉ羝に制ほを加えている前記ぞ戮、び令のを回を勘案し、 個々具体蝪な契めごと に、 苞該契お

の種類、 鸚容、性質、 目的等諸般の事情を考慮して售該普∃ａ地方ぬ白兵団体の契約担肖者の合

ミ的な裁量判断により 決定されるべきものと解するのが相肖である。」 としている。 また、

本判決後の下級審判決では、最高裁の示 したＪｉ準を忠実に適Ｊ≡目し、随意契約の力法によ って

特定の業者と契約を締結したこ とにつき 、契加担肖者に裁ｔ権の範回の逸脱、濫篦がない℡

り肖該契約を支持する とい う姿勢が とられている。他方で、特定業者を意回的に排除してな

されたし尿処ＪＩ場建鼈業者のき定、契約を遂行する専Ｍ的能力がないタト郭回体と 締結 した森

林整備事業の基本計画 ・ま本鼈計の委託契約、商業鴇麑と して有篦性が高く 、ち分を急ぐ必

回のないＲＴ有ｔの売却な どを随意契約によ って した こと が違法と されたものかおる。

そこ で、 尨方 自治法施行令第１６７ 条の ２第 １項第２ 号の該售性について判断す る。

請求人は、本件契約は随意契約であるが、ｔ力自治法第２３４ 条‾瓦びＷ缶施行令第 １６７条の

２がｔめる随意契約がをされる場合に該售せず、 違法であ り、 鶚法第２ 条によって無効であ

ると 圭張 している。本件土丿七の売却は、これを単に土地の売却と してのみ見る ほり 、競争入

札に よる こと が不７ｉＴ能又は著し く困難と は言えず、請求大の主張は、法の原則に則ったもの

であ り、 ある意味自然なものの見方と考えられる。。

経３を振り返ると、大崎ぢが法の罌聡のみに則って競争入札を実施しよ うと したならば、

応札する企業があったかも しれない し、 日程的にｆｊ］‘能で もなかっ たと 思われる。大崎ＲＴが

㈱ト ライアルから本イ牛土覧に関して相談を受けた令和６年１１ｊＵス降でも商業施鼈のせほを

条件にした競争入札の方法を考慮するこ とも ｊｊ］‘能であっ た。 しか し、 仮に この時点で条件付

競争大木Ｌを実施する としたら 、応募者における本業牡両立案に考慮して一定の募集：回回を設

ける必要があ り、 内容審ま、決定に至る まで数か１を要するこ とになり 、何より 競争入札と

いう 力まを選択した結果、 萢初回心を示 していた㈱ト ライ アルが本件への関与を断念する ｊ］‘

能性も否定できない。

大崎Ｕは、長期間に渡って有効な活用に至っ ていない本件土丿七につい て、 ＦＲ生活の利便

をの ［Ｅｉ］ 上、 Ｊ吏域経済の振獸、住民ニーズ等を総合的に考慮 して、競争入札に適しない と判断

し随意契約を行っ たも のである。

本件土Ｊｔは、平成２６年 ３ＪＩに菱日ヨ中学校がＭ校後、大崎『ｎＴスポーツ交流施鼈整備事業に

より スポーツ合宿施鼈等の整備計画があったが、 令和ニモ元年 １２　ＪＩ　に事業休止が決定した。售

該本業休止八降、 を業からの具体的な相談も なく 、現在では中学校のス クールバスの停留所

‾Ｂ・、び各種大会やイベント時の臨時駐車場と して使用 されている。 そのよう な中、・ 令和 ６年２

Ｊｊ に菱 Ｆ日ぬ民黛館から 「菱 日ヨ 中学校跡覧のｔ域き性化のための 咀゙篦に関する請願書」 が大崎

Ｒ］‘議会にを莖され、採択された。それふ降、 令和 ６年 １０　Ｊｉ　に菱ｍぬ民分館と跡丿七き用のた

めの意見交換を実施し、請願内容に対して行政が全ての機能を実現する こと は困難であり、

施鼈の整備に萢たっては民間資金のほ万ｊやを業誘致の手法を優先 して推進する ｊ＝ｊ針を説明

している。その後、鶚年１ １　ＪＩ に㈱ トラ イアルから本イ牛土地に関する問合せを受けたもので

ある。大崎むは、 持続丿丁能なＦを実現 していく ための新たな指針 として令和３ 年度から令和
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１１ 年度までを期鶚と する第３ 次大崎ｐＩＴ総合計画を策定し、その計画の中で 「買い物環境の

整備を推進する」 とい う方『削生を示してお り、 また令和 ６年 ９１ に実施した菱日Ｅｌｊｔ［萢住民ア

ンケート宛ｙにおいて も買物環境の充実を求める 售、見が一定数そそけ られたこ とか ら、 ㈱ト

ライ アルの誘致に ［自］けた協議を開始 した。

次に、譲渡価格についてである が、 請求人は、大崎Ｒｒはミ由 もな くフド動産鑑定をせず、税

務牒の土尨評価相ち額を採用し、最寄り のが示覧価と Ｊ七較して安い価格で譲渡 している と主

張している。 大崎Ｆはぢ有地の払下げ価格を算定する場合のあ準と して ［大崎ｐｌミｒｐｌ］‘有地払い

下げ価格の運用基準」 をＲけており 、肖該ミ用基準第 ５条において、価格算定の基準は「不

動産鑑定によ る評価額を基本と する が、 それによ らない場合は、大崎黙税務Ｗの土地評価相

肖額を参考に求めるものとする。」 こと が定められている。

大崎Ｒｒは万甎産鑑定を実施しなかったを飽として、 ㈱ト ライ アルとの早期の合意京成、荐

動産鑑定業務にイ京る予算ｊ１び時間的制約、本作土地の早急なせ夕日対策が求められていたこと

を挙げている。ま た、 ｔｍ、磯回への事情憲耿において、 肖初、㈱ トラ イアルは本件土ｔ

については、 賃貸での利篦を検討していたが、令和７ 年２ Ｊｊ 末に売買でのみ得を検討してい

ると 方針転換があった こと を確あしたと ころ、㈱ トライアルが希ｔする 令５Ｆ口 ７年 ６１ 議会ま

での本件契約に関する ぢの意ｌ、決定を優先する とするな らば、不動産鑑定を実施する時間的

な加ｊめがあったものと察する。

したがって、 大崎剛‘は譲渡価格の決定に葹たっては、上鬟皿目‾嵬準に卸 し大崎ぢ税務課の
１

令和７年度における近傍地の宅ｔ評価額１平方メートル葹たり ２， ８００　Ｐヨ を参考に し、 さらに

譲渡価格を客観的に判転するた め、 路篶、価をあに土ｊきの状疣（奥行、間 口、 形状など）に応

じ評価した画竟調書で も１ 平カメー トル售た り２，８３０ 円と なっ てお り、 遥傍尨価格と 大きく

乖離 していないこ とか ら、 譲渡価格を１ 平方メー トル肖た り２，８００　Ｐヨ に決定したも のであ

る。 また、今回採ＪＩ した萢傍地の土ｊき評価額は、 平成 ２４ 年度が３，５００ Ｆ９ で、 令和 ６年度は

２， ８００　Ｆ］ と下落傾［白］に ある状疣を鑑みる と、 本作土覧に関する譲渡価格は適ｌＥであ ると 思料

される。

大崎Ｆは、これを踏ま え、 本件土地の売却に より 喫緊の課題であっ た大規模商業施設の誘

致に よる ぢ民の生き利便性の［白］ 上と ｔ域振興に寄与すると いう 合ミ的な政策 白４Ｊ判断を行い、

さら に相手方が譲渡先として信頼性の商い法人である こと 、適ｍな価格で譲渡するこ と、 ｊｔ

モ元のき解が得られる事業であ るこ と　 八び政策 目的に合致し、ひいては大崎Ｆの利益の増ま

につなが るものと総合蝎に考慮 して、競争入札に適しない と判縦し随意契約を行ったもので

ある。

本件契ねの目 的は、単に本件土ｊきをＲ回企業に売却 して鼈入を得ると いう にと どま らず、

本件土鳬において民笥を業に商業施鼈を建鼈・経営させ、 大崎ＲＴＲの生き利便性の 『鴆上を図

るこ とのみな らず、その商業施設経営をｉｌ じて もた らされる集客の増加をてこ として、 大崎

ぢの覧域振興に寄与を もた らし、さ らには大崎Ｒｒに経済白む波八効果を招来させる こと を意回

する もの と解する。そ うすると 、本件契約の相手方は、と りも なお さず政策 目的を祖 う商業

施Ｒの建設・ 経営を委ねる企業 とな るのであ るか ら、 その相手方の選定を、 土地売却額の多
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寡と いう 経済的競争原ミのみにまづいて行う こと は相 肖ではな く、 政策 目的に直接関わる肖

該を業の大崎りにおける集客力の優劣と いう 観点、当該企業は商業施鼈の建鼈のため肖初巨

額の資金を要する のみならず、 政策 目的上、 長期にわたって経営を継続する ことがＵ虱とさ

れる こと から 、葹該期間にわた り肖該を業の経営の安定が保をされていると いえるかどうか

とい う観点、 ある いは苞該を業が商業施Ｒ経営に関して十分な技術 ・経験を有しているかど

うかとい う視点な どからの判觜に基づいて行われるこ とが相肖であるこ とは回らかである。

また、十分な資力 ・信ＪＩ を有 し、 かつ、商業施鼈経営に関する技術ないし技ｔを保持する

を業は㈱ トラ イアルにほられたわけではなく 、集客力 について もを企業によ って顕著なを異

はないかもしれないが、普Ｗ亀方な傴団体において、 肖該契約の目 的・ 「大」容に照らしそれに

相応する資力 ・信篦・ 技術 ・経験等を有する相手方をき定し、 その考との間で契約の締結を

する とい う力法を とる こと が、 肖該契約の性質に照ら し又はその目 的を究極的にま成する上

でよ り妥肖である と合を的に判ほさ れる ためには、慝該目 的等に相応する資力・ 信用 ・技術・

経験等を有する相手方が一社しか存在しない こと までをも必・ とするも のと は解されない

から 、范該条件を具備する企業が㈱ トラ イアル荻夕１ヽに も存在すると いう だけでは、本件契め

を随意契約による こと とした大崎Ｆの判蓊に合ミ性が欠如 している とい うこ とまでは言い

切れない。

り、上の こと から、随意契約による本件土ｊセ売却は、大崎ぢがその目 的八び鸚容に照ら しそ

れに相応する相手力をき定しその者との囑で契約の締結をする とい う方法を とるのが妥肖

であると判断したものであ り、 合ミ的な就き判縦によ り適法に決定されたと認めちれる。

よっ て、 大崎ぢが本作土地売却を随意契おで行ったこ とが関吼、法令に照ら し違法である

かについて判縦すると 、ｊ七万自治在、施行令第 １６７条の２ 第１ 羅の適Ｊ≡目 については、 各号のい

ずれかに該售すれば随意契約ができ るも のと解すべき であ り、 本件契約については前まし

たと おり 第２ 号の 「その性質又は目 的が競争入札に適 しないものをする とき 」に該肖すると

お定したこと によ り、 随意契約によ る本件土鳬売却は違まな行為に萢た らないと判縦する。

（２）残地物撤＝鼓等工事の発注が不肖 といえる か。

本件契約については、 上記 （１）で示したよ うに、ｊ七方自治法施行令第１６７ 条の ２第 １爆第

２そ 「その性質又は目 的が競争入札に適 しないも のをする とき 」に該葹する と認定し、違

法な行為に肖たらない と判縦したこ とか ら、 本件契剔を無効とすべきと する請求大の圭張

は售たらない。よって本件契約の条項にｔづき実施される残地物撤去等工事の発をを‾尽も

とする請求大の主張は認め られない。

第４　を覬の結果

請求 （１）について、

大崎Ｆが本件土覧を随意契約で売却 した こと は、 地方自治法施行令第１６７ 条の ２第 １場、

第２ そ「その性質又は 目白ＩＪが競争入札に適しない もの をすると き」 に該肖すると する合を的

な裁量判断に より 適法に決定された と認められる こと から 、本件契約を無効 とするこ とを求

める請求大の圭張にはを仏がないものと認め、棄却する。
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請求（２）について、

大崎ほｉ］‘が本件土地を随意契めで売却したこ とは、地方白治羝施行令第 １６７条の２第１項

第２号「その性質又は目的が競争入札に追しないものをすると き」 に該当するとする合ミ的

な裁ｔ判蒭に より 追伍に決定された と認められる こと から、本件契約の条項にＸづき実施

される残逖物撤去等工事の発注を莠葹と する請求大の主張にはミ畆がないも のと 認め、棄

却する。

第５　を荳意え

本件土地は、 平成 ２６ 年３ ｊｊ に菱 日ヨ 中学校がＭ校後、 隣接する鹿児粫県立有９高校跡地に

大隅陸上競技 トレーニ ング拠点施鼈が建設さ れる こと とな ったため、一体的な構想と して

大崎Ｆス ポーツ交流施鼈整備事業に より スポーツ合宿施設等の整備計画があった こと から、

平成 ３０ 年６ ｙＷ、降、普∃ａ財産 として管ミさ れていた。しかし、令ＪＦ口元年１２　ＪＩ　に大崎ぢスポ

ーツ交流施鼈整備事業の休止が決定 し、 現在では中学校のスク ールバスの停留所八び各４

大会やイベン ト時の臨時駐車場として使ＪＩ されてい る。

本件土竟は、 特定の目 的がなく 、処分可能な普３財産ではあったが、菱 Ｆ日 中学校がＭ校後、

菱ｍぬ民分館をけ じめ とする覧城住民が本件土竟の跡巡利Ｊ≡目について大きな関心ヽと 期待を

寄せていたこ とを勘案する と、 行政 とし て、 より 丁寧な説明責任をＪＲたす義務を負 うべきで

あっ たと 思料する。

普∃ａｊ七方ぬＥ馬回体の行う 契約本務は、 各種事業の展回に最もｔ要な財務事務の一つであ

り、 ぬ平性・ 透明性の確保‾反び経済４生か求め られ る。 契約事務の原ｍは、競争入札であると

いう こと は言 うま でも ない。法の趣旨か らは、競争入札が実現でき ないかをまず探り 、ある

いは随意契約の追加に疑義がある場合は競争入札とするな どのｔ≡目が求め られるべきと５

料さ れ、 本件のよ うに政策的判篦か ら随意契約を締結する 場ｉ合、 契約担肖者は、契約の合ｊｌ

性、 妥ｙ生について、 多角的な観Ａから裁ｔ権の逸脱 ・ｔ隰がないこと をセをするこ とが求

められる と考 える。

Ｒ］‘有ｊきの管ミ八び今後のきＪ≡目 について は、 個ガ の物件の方『附生を明確に し、 Ｕ有覧を含む

普ａ財産の処分に係る 随意契約事務について は、 指針 ・ガイド ライ ン等の整備を検討された

い。 また、普ａ財産の処分に肖たっ ては、よ り遺賢ぽの商い契め事務が遂行されるよ う２む

ものである。
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